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問い合わせ先：総務省マイナンバー総合フリーダイヤル　☎０１２０－９５－０１７８（ガイダンス５番）
　　　　　　　※平日：９時20分～20時／土日祝日：９時30分～17時30分

　国の消費活性化策の一環として、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスでの買い物やチャ
ージに対して国が追加でポイントを付与する「マイナポイント」の受け付けが７月から始まります。
（ポイント還元率は25％で、付与されるポイントは最大で5,000円分までです）※現時点での予定です。
申し込みは、①マイナンバーカード、②マイナポイントに対応するキャッシュレス決済サービス、
③マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンもしくはパソコンの三つが必要となります。
　なお、制度の詳細や詳しい申し込み方法、対応するキャッシュレス決済サービスについては、総務
省のマイナポイント特設ページ（下記）をご覧ください。

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
※対応スマートフォンなどをお持ちでない方には、役場町民課の窓口でマイナ
　ンバーカード読み取り用パソコンの貸し出しを行っております。（町民課窓
　口での利用に限ります）

通信販売 定期購入でトラブル多発！通信販売 定期購入でトラブル多発！


